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第１章 赤磐市水道事業ビジョン・経営戦略の策定にあたって 

１－１ 策定の背景と目的 

水道は、国民の公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するとともに、産業経済活動を支

える、生活に必要不可欠なライフラインです。全国の水道事業では、将来的に水需要が減少

し給水収益の確保が困難となることが見込まれるなか、既存施設の維持管理や更新、災害対

策の強化といった課題への取組が求められており、水道事業を取り巻く環境は大きく変化し

てきています。 

平成 23年に発生した東日本大震災を契機に、水道事業における災害対策の強化が急務とな

ったことを受け、厚生労働省は平成 25年 3月に「新水道ビジョン」を策定しました。このビ

ジョンのなかで、50 年後、100 年後の将来を見据えた水道の理想像を明示するとともに、そ

の理想像の具体化のため、今後、水道事業者が目指すべき方向性や実現方策などを示しまし

た。また、総務省は平成 26年 8月に「公営企業の経営に当たっての留意事項」を通知し、水

道事業を含むすべての地方公営企業に対して、将来にわたり安定的に事業を継続していくた

めに、中長期の経営の基本計画である「経営戦略」の策定を求めています。 

赤磐市では、平成 23 年 4 月に「赤磐市水道ビジョン（以下、旧ビジョン）」を策定し、基

本理念「安心・安全な水の供給をめざして」のもと、事業の効率的かつ持続的な運営のため、

市内における簡易水道事業の統合、官民連携手法による経営効率化調査検討などの取組を進

めてまいりました。また、平成 29年 3月に「赤磐市水道事業経営戦略」を策定し、将来にわ

たって安定的に事業を継続していくための経営計画を推進してまいりました。 

人口減少社会の到来を受け、本市では給水人口が減少傾向にあります。また、高度経済成

長期に整備した施設は更新時期を迎え、老朽化が進みつつあります。そうしたなかで、近年

の異常気象による集中豪雨のほか、南海トラフ巨大地震の発生による水道施設の被害が懸念

されています。 

一層厳しさを増す経営状況においても、山積する種々の課題に対応し、安心・安全で良質

な水の安定供給を継続していくため、新たに経営戦略を包含した「赤磐市水道事業ビジョン・

経営戦略（以下、新ビジョン）」を策定することとしました。新ビジョンでは、旧ビジョンで

掲げた具体的施策の取組状況を評価するとともに、事業の現状分析を行うことで、事業運営

における課題を抽出しました。そして、水需要及び財政収支の将来見通しを行ったうえで、

今後 10年間における水道事業の方向性と具体的な取組、ならびに投資・財政計画（経営戦略）

を策定しました。 
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１－２ 位置づけ 

新ビジョンは、第 4 次赤磐市行財政改革大綱（令和 3 年 1 月）や赤磐市の全体計画でもあ

る第 2次赤磐市総合計画（平成 27年 12月策定 令和元年度一部改訂）、第 2 期赤磐市まち・

ひと・しごと創生総合戦略（令和 2 年 3 月）などと整合を取りつつ、それらの方針に沿って

精査・検討し、さらに、厚生労働省が策定した新水道ビジョン（平成 25年 3月）を受け、赤

磐市の地域特性を持たせた計画として策定しました。 

新ビジョンに示した目標は、今後個別計画として具体化を検討するとともに、財政状況や

水道利用者のニーズ、社会情勢の変化を踏まえ、定期的な見直しを図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべき方向性の提示 

第 4 次赤磐市行財政改革大綱 
（令和 3年 1 月） 
－－－－－－－－－－－－－－－ 
第 2 次赤磐市総合計画 
（令和元年度一部改訂） 
－－－－－－－－－－－－－－－ 
第 2 期赤磐市 
まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（令和 2年 3 月） 
－－－－－－－－－－－－－－－ 
赤磐市地域防災計画 
（令和 2年 3 月一部修正） 

 

ライフラインの整備 

災害時の対応 

新水道ビジョン 
（平成 25年 3 月） 

方針 

 

 
安全・快適な給水の確保 

運営基盤の強化、ライフラインの強化 

目標 

 

整合 

 

赤磐市水道事業ビジョン・経営戦略 

計画期間：令和 4年度～令和 13年度 

方針 

 

経営戦略策定・改定ガイドライン 
経営戦略策定・改定マニュアル 

（平成 31年 3 月） 策定・改定要請 
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１－３ 目標年度と計画期間 

新ビジョンでは、現状の分析及び評価、現状の課題を抽出したうえで、目指すべき将来像

に向けた具体的な取組施策を検討し、それらを明らかにします。 

計画初年度を令和 4 年度、計画目標年度を令和 13 年度と設定し、計画期間は 10 年間とし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間１０年間 開始年度 

令和４年度 

目標年度 

令和１３年度 



 

 

 

 

 

 

赤 磐 市 水 道 事 業 の 概 要  

  

２－１ 赤磐市の概要 

２－２ 赤磐市水道事業の概要 
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▲ 赤磐市の位置 

第２章 赤磐市水道事業の概要 

２－１ 赤磐市の概要 

赤磐市は、平成 17年 3月 7日に赤磐郡山陽

町・赤坂町・熊山町・吉井町の 4町が合併し

て発足しました。 

岡山県の南東部に位置し、総面積は 209.36

ｋ㎡を有し、県土の 2.9％を占めます。東部

に県内三大河川の一つである吉井川が流れて

おり、中央から南部の平野には市街地と田園

地帯が広がっています。北部から東部にかけ

ては丘陸地となっていて、緑の豊かな地域で

もあります。また、南部には住宅団地があり、

岡山市のベッドタウンとなっています。 

気候は瀬戸内式気候に属し、年間を通じて

温暖で比較的晴天が多く、積雪も少ない、自

然条件に恵まれた地域です。また、山陽ふれあい公園、赤坂ファミリー公園、熊山英国庭園、

ドイツの森など市民の憩いの場や観光・交流資源を多彩に保有しています。 

 

 

２－２ 赤磐市水道事業の概要 

（１）水道事業の沿革 

本市の水道事業は、平成 17年 3月に山陽町上水道、赤坂町上水道、熊山町上水道が事業統

合し、赤磐市上水道が創設されました。その後、平成 29年度に城南簡易水道、仁堀簡易水道

を事業統合し、赤磐市 1水道事業となり、現在は計画給水人口 44,209人、計画給水量 19,639

㎥/日に至っています。 

 

▼ 水道事業の概要 

 

 

事業名称 最近認可年月 

計画 

備考 
給水人口 

一日 

最大給水量 

赤磐市上水道事業 平成29年3月 44,209 人 19,639m3/日 
山陽地域､熊山地域､吉井地域､

赤坂地域 
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▲ 赤磐市給水区域図 
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▼ 水道事業の沿革 

 

 

  

S.44 S.57 H.6 H.17 H.29

創設 第1次拡張 第2次拡張 合併創設 事業統合

20,000人 31,250人 31,250人 47,650人 44,209人

8,000㎥/日 12,500㎥/日 13,750㎥/日 23,230㎥/日 19,639㎥/日

S.46 S.50 S.52 S.58 S.59 H.5 H.8

創設 第1次拡張 変更認可 変更認可 変更認可 第2次拡張 変更認可

5,600人 20,000人 20,000人 18,000人 18,000人 5,700人 5,700人

1,680㎥/日 9,000㎥/日 9,000㎥/日 9,000㎥/日 9,000㎥/日 4,480㎥/日 4,480㎥/日

S.42 S.48 S.50 S.60 H.5 H.6 H.10

創設 第1次拡張 第2次拡張 変更認可 第3次拡張 第4次拡張 第5次拡張

3,730人 4,800人 8,000人 8,000人 8,800人 8,950人 10,700人

680㎥/日 840㎥/日 2,800㎥/日 2,800㎥/日 4,400㎥/日 4,500㎥/日 5,000㎥/日

S.38 H.10 H.17

創設 創設 事業統合

2,350人 3,480人 4,577人

734㎥/日 1,540㎥/日 2,180㎥/日

S.37

創設

720人

116.5㎥/日

S.32

創設

320人

48㎥/日

S.46

創設

220人

33㎥/日

S.46

創設

240人

38㎥/日

S.59

創設

560人

300㎥/日

H.2

創設

146人

87.7㎥/日

H.2

創設

391人

251.8㎥/日

S.48 S.60 H.2

創設 変更認可 変更認可

750人 920人 1,980人

150㎥/日 250㎥/日 1,111㎥/日

仁堀簡易水道

赤磐市上水道事業赤磐市上水道事業

城南簡易水道

是里簡易水道

中山簡易水道

佐伯北南簡易水道

城南簡易水道

滝山簡易水道

草生簡易水道

山陽町水道事業

赤坂町水道事業

熊山町水道事業

周匝簡易水道

山方簡易水道

稲蒔簡易水道
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（２）水運用の概要 

市内各所にある自己水源及び岡山県広域水道企業団からの受水を受け、市内各所に位置す

る送配水施設（送水管、配水池）を経由して各戸への給水を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ 主要な施設の位置図 
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▼ 水位高低図（山陽地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 水位高低図（熊山地域） 
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▼ 水位高低図（吉井地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 水位高低図（吉井地域） 
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▼ 水位高低図（吉井地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 水位高低図（吉井地域） 
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▼ 水位高低図（赤坂地域） 
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（３）施設の概要 

① 取水施設の概要 

本市の水源は、現在 7箇所の自己水源（休廃止・予備は除く）、並びに岡山県広域水道企業

団からの受水（7箇所）でまかなっています。 

令和 2年度の年間取水量約 540万㎥のうち、自己水が 16.3％、岡山県広域水道企業団受水

が全体の 83.7％となっています。 

 

▼ 水源施設の概要 

地域 機場名称 水源種別 取水可能量 備考 

山
陽
地
域 

山陽第 1 供給地点 浄水受水 4,000 ㎥/日  

山陽第 2 供給地点 浄水受水 8,710 ㎥/日  

熊
山
地
域 

熊山供給地点 浄水受水 3,000 ㎥/日  

吉原第 1 水源 浅層地下水（浅井戸） 255 ㎥/日 休止 

吉原第 2 水源 浅層地下水（浅井戸） 1,700 ㎥/日  

吉原第 3 水源 浅層地下水（浅井戸） 460 ㎥/日  

釣井水源 浅層地下水（浅井戸） 2,085 ㎥/日 休止 

赤
坂
地
域 

赤坂第 1 供給地点 浄水受水 1,400 ㎥/日  

赤坂第 2 供給地点 浄水受水 1,100 ㎥/日  

町苅田第 1 水源 浅層地下水（浅井戸） 459 ㎥/日  

町苅田第 2 水源 浅層地下水（浅井戸） 21 ㎥/日 休止 

多賀第 6 水源 浅層地下水（浅井戸） 1,500 ㎥/日 休止 

出屋第 7 水源 浅層地下水（浅井戸） 1,500 ㎥/日  

吉
井
地
域 

吉井第 1 供給地点 浄水受水 1,000 ㎥/日  

吉井第 2 供給地点 浄水受水 840 ㎥/日  

仁堀水源 浅層地下水（浅井戸） 250 ㎥/日 休止 

周匝水源 伏流水 810 ㎥/日  

是里水源 浅層地下水（浅井戸） 300 ㎥/日  

草生水源 浅層地下水（浅井戸） 150 ㎥/日  

合 計 29,540 ㎥/日  
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▲ 水源の割合（令和 2年度） 

 

 

② 浄水施設の概要 

自己水源の水源種別は、浅層地下水及び伏流水です。通常の塩素滅菌処理に加え、それぞ

れの水質に合わせ急速ろ過設備、除鉄・除マンガン設備、消石灰注入設備、及び脱炭酸設備

などの付加設備を設けて対応しています。 

 

▼ 浄水施設の概要  

地域 浄水場 施設能力 浄水処理方法 

熊
山
地
域 

松木浄水場及び 
吉原第3水源 

2,160㎥/日 消石灰注入＋滅菌処理 

釣井水源・浄水場 2,085㎥/日 消石灰注入＋滅菌処理：休止 

赤
坂
地
域 

町苅田第1水源・浄水場 624㎥/日 ろ過機（除濁）＋滅菌処理 

多賀第6水源・浄水場 1,500㎥/日 
ろ過機（除濁）＋滅菌処理＋活性炭処理 

：休止 

出屋第7水源・浄水場 1,500㎥/日 ろ過機（除濁）＋滅菌処理 

吉
井
地
域 

仁堀浄水場 250㎥/日 
曝気処理＋ろ過機（除濁）＋滅菌処理 

：休止 

周匝浄水場 810㎥/日 急速ろ過＋滅菌処理 

是里浄水場 300㎥/日 曝気処理＋ろ過機（除濁）＋滅菌処理 

草生水源・浄水場 150㎥/日 滅菌処理 

 

 

 

 

 

年間取水量 5,404,567㎥ 

自己水 882,259㎥ 

岡山県広域水道企業団受水 4,522,308㎥ 

自己水

16.3%

岡山県広域水道企業団

受水 83.7%
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③ 送配水施設の概要 

本市の送配水施設は、前項までの水源別に分類すると以下の通りです。 

▼ 配水施設の概要 

地域 水系 施設名 構造 池数 
配水池 

容量(㎥) 

耐震化 

容量(㎥) 

山
陽
地
域 

浄水受水 

(山陽第 1,第 2) 

山陽高区配水池 RC 造 1 287 - 

山陽配水池 PC 造 1 2,500 2,500 

桜が丘西配水池 PC 造 2 3,850 - 

赤
坂
地
域 

浄水受水 

(赤坂第 2) 

･町苅田第 1 水源 

町苅田配水池 PC 造 2 1,000 - 

平木配水池 RC 造 1 85 - 

由津里配水池 RC 造 2 114 - 

山口配水池 SUS 製 1 120 120 

浄水受水 

(赤坂第 1) 

･出屋第 7 水源 

出屋配水池 RC 造 2 804 - 

大屋配水池 RC 造 1 50 - 

山手配水池 RC 造 1 53 - 

北佐古田配水池 RC 造 1 56 - 

熊
山
地
域 

吉原水源 

沢原配水池 RC 造 2 250 - 

殿谷配水池 PC 造 1 450 - 

グリーンタウン殿谷配水池 SUS 製 1 20 20 

酌田配水池 RC 造 2 37.4 - 

奥吉原配水池 SUS 製 2 380 380 

浄水受水 

(熊山) 

桜が丘東高区配水池 SUS 製 2 400 400 

桜が丘東低区配水池 PC 造 1 4,300 - 

石蓮寺配水池 RC 造 1 29.7 - 

吉
井
地
域(

城
南)

 

周匝水源 

周匝配水池 RC造･SUS製 4 520 270 

Ⅰ区拠点配水池 SUS 製 2 273 273 

山方配水池 RC 造 1 60 - 

滝山配水池 RC 造 2 44 - 

浄水受水 

(吉井第 2) 

Ⅱ区拠点配水池 SUS 製 2 363 363 

高田調整池 RC 造 1 56 - 

塩木第１配水池 RC 造 1 49 - 

塩木第２配水池 RC 造 1 20 - 
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地域 水系 施設名 構造 池数 
配水池 

容量(㎥) 

耐震化 

容量(㎥) 

吉
井
地
域(

城
南)

 

浄水受水 

(吉井第 1) 

八島田受水槽 RC 造 1 50 - 

中山配水池 RC 造 1 60 - 

暮田配水池 RC 造 1 79 - 

石配水池 RC 造 1 47 - 

仁軒屋配水池 RC 造 1 54 - 

暮田調整池 RC 造 1 3 - 

是里水源 

是里低区配水池 RC 造 2 45 - 

是里高区配水池 RC 造 2 82 - 

河原屋配水池 RC 造 2 30 - 

河原屋調圧槽 RC 造 1 0.96 - 

草生水源 草生配水池 RC 造 2 44 - 

吉
井
地
域(
仁
堀)

 

浄水受水 

(吉井第 1) 

梶田配水池 RC 造 3 158.5 - 

仁堀東配水池 RC 造 1 32 - 

秋久配水池 RC 造 1 10.7 - 

志田配水池 RC 造 1 14.9 - 

広戸配水池 RC 造 1 53 - 

中勢実配水池 RC 造 2 163 - 

中勢実高区調整池 RC 造 1 3 - 

中勢実低区調整池 RC 造 1 10 - 

布都美第１調整池 RC 造 1 5 - 

布都美第２調整池 RC 造 1 5 - 

布都美第３調整池 RC 造 1 3 - 

合計容量 17,124 4,326 

配水池の耐震化率 25.3% 

 

ＰＣ造：プレストレストコンクリート造 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造 

ＳＵＳ製：ステンレス製パネル水槽 
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④ 管路施設の概要 

管路施設の概要は以下の通りです。 

 

▼ 管路施設の概要 

管種 導水管 送水管 配水管 合計 

鋼管 22 m 750 m 12,017 m 12,789 m 

鋳鉄管 18 m 
 

6,135 m 6,153 m 

ダクタイル鋳鉄管 267 m 26,923 m 182,527 m 209,717 m 

硬質ポリ塩化ビニル管 1,463 m 9,355 m 445,985 m 456,803 m 

水道配水用ポリエチレン管 

  

49,110 m 49,110 m 

合計 1,770 m 37,028 m 695,774 m 734,572 m 

管路の耐震化率 3.7% 

     

 

（４）組織体制 

赤磐市水道事業は、上下水道課に経理担当と工務・管理担当を設置し、業務を行っていま

す。経理担当は予算・決算業務、料金徴収業務、各種計画の策定業務などを行い、工務・管

理担当は水道施設の設計・施工や維持管理に関する業務などを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 赤磐市水道事業の組織体制 

 

 

・管路及び施設の設計、施工管理 

・管路及び施設の維持管理 

・水質管理等に関する業務 

 

 

 

 

 

 

・水道事業経理の全般 

・予算及び決算業務 

・料金徴収等に関する業務 

 

 

 

 

上水道班長（１名） 

上下水道課長（１名） 

市長（水道事業管理者） 

班員（８名） 

下水道班長（１名） 

工務・管理担当（４名） 経理担当（２名） 



 

 

 

 

 

 

将 来 の 事 業 環 境  

  

３－１ 水需要の見通し 

３－２ 更新需要の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 章 



第３章  将来の事業環境  

 

20 

第３章 将来の事業環境 

３－１ 水需要の見通し 

新ビジョンの策定にあたり、改めて人口動向を推計し、計画期間における水需要の見通し

を予測しました。 

 

▼ 水需要の推計方法 

項目 推計方法（概要） 

給水人口 「赤磐市人口ビジョン改訂版」における、赤磐市の将来行政区

域内人口を基準人口とし、水道普及率を考慮して推計 

用途別 

有収水量 

生活用 近年実績から予想した一人当たりの使用水量の将来値を、給水

人口に乗じて推計 

営業用・

その他 

公共用・事業用・その他の用途について、近年実績または加算

水量見込みを基に推計 

一日平均給水量 有効水量を、近年実績から予想した有効率で除して推計 

一日最大給水量 一日平均給水量を、近年実績から予想した負荷率で除して推計 

 

 

（１）給水人口の見通し 

赤磐市水道事業の給水人口は、行政区域内人口の減少に伴い、減少傾向で推移しています。

令和元年度の給水人口 43,816 人から令和 13 年度末には 41,669 人まで減少すると見込んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 給水人口の見通し 
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（２）有収水量、一日最大給水量、一日平均給水量の見通し 

料金徴収の対象となる有収水量は、平成 23 年度の 12,665 ㎥/日から令和元年度の 12,678

㎥/日までほぼ横ばいとなっていますが、企業誘致による給水量増加に伴い、令和 7 年度に

13,662㎥/日まで増加します。しかし、それ以降は給水人口の減少に伴って、令和 13年度末

には 13,407㎥/日まで減少すると見込んでいます。 

そして、一日最大給水量及び一日平均給水量は、その年の気候等によって増減する水量で

はありますが、有収水量と同様の傾向を示す見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 有収水量の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 一日最大給水量、一日平均給水量の見通し 
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３－２ 更新需要の見通し 

今後 10 年間の投資計画の検討に際して、現有資

産の更新需要の見通しを試算しました。 

現有資産約 584億円のうち、最も金額の割合が高

いのは管路で、全体の 91.6%を占めています。 

更新需要の見通しの試算にあたり、管路、構造物、

設備等の実質的な使用年数を考慮し、更新基準年数

を設定しました。 

この試算においては、今後 5年間（令和 4～令和

8年度）の更新需要は約 50億円（10億円/年）が見

込まれており、短期間に莫大な費用がかかるうえ、執行体制の面においても困難な更新ペー

スとなります。 

7 章の経営戦略では、使用年数のみでなく、定期点検や漏水調査により実際の老朽化度合

いや不具合を把握し、重要度・優先度に応じた施設更新を行うこととして、投資計画を策定

します。 

 

▼ 更新需要の見通し 

更新周期 更新需要 

 

《管路》 

 基幹管路：40年 

 一般管路：60～80年 

（管種や布設状況を考慮） 

 

《構造物・設備》 

 重要度に応じて、 

法定耐用年数の 1.5～2.0倍 

 

 

▲ 資産の内訳 



 

 

 

 

 

 

 

 

赤 磐 市 水 道 事 業 の 課 題  

  

４－１ 水道システムの維持管理 

４－２ 災害・事故への備え 

４－３ 事業運営 

４－４ 旧ビジョンのフォローアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章 



第４章  赤磐市水道事業の課題  

 

24 

第４章 赤磐市水道事業の課題 

４－１ 水道システムの維持管理 

（１）安全な水質管理 

本市の自己水源は、砂川及び吉井水系に位置し、浅層地下水などからの取水を行っていま

す。市内へ供給する水道水は、水道法の規定に基づき全てに塩素滅菌を実施しています。加

えて、原水が伏流水の場合は、急速ろ過による浄水処理も行っています。 

また、水質管理として、原水及び浄水（水道水）の水質検査計画を策定し、これに基づい

た水質試験を実施しています。更に、次のような水質汚染のリスクへの対策を実施していま

す。 

①水源水質の汚染 

地表水以外の水を水道の原水とする場合でも、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病

原微生物が混入するリスクがあります。現在までに、クリプトスポリジウムの指標菌で

ある大腸菌が検出された水源は、取水の停止により対処しています。 

 

②送配水過程における水質劣化 

老朽化した管路内で発生する錆こぶや水あかにより、赤水等が発生するリスクがあり

ます。管内面の劣化が想定される老朽化した管路は、改良工事や下水道工事に伴う水道

管移設工事により解消に取り組んでいます。 

 

③貯水槽水道での汚染 

学校や病院などの施設に設置されている貯水槽水道は、管理が不適切な場合、水質悪

化など衛生面における問題が生じる恐れがあります。そこで、貯水槽水道の設置者に向

けて、定期点検・水質検査の指導や情報提供を行っています。 

 

④テロ行為による汚染 

外部侵入者によって、配水池等に毒物が投入されるリスクがあります。市内の水道施

設では、侵入防止対策としてフェンスの設置や施錠を実施しています。 

 

【課題】水源から給水栓に至るまで、安全な水道水を供給し続けるため、継続して種々の

水質汚染のリスクに配慮する必要があります。 
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（２）水道水の安定供給 

水道水の安定供給のため、水源からの取水量や配水池の水位、浄水処理設備やポンプ設備

の運転状況は、中央監視施設による常時監視を行っています。また、管路においては、漏水

事故の早期発見や未然防止のため、定期的な漏水調査や修繕、老朽化した管路の更新を実施

しています。 

機械設備については、適切な保守点検を行い、設備の延命化を図っています。一方で、長

期間機能を維持しているものが多くなっており、その結果、法定耐用年数超過設備率が高く

なっています。 

 

【課題】老朽化した機械設備や管路の保守点検を徹底するとともに、適切な時期に修繕ま

たは更新する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標は、「水道事業ガイドライン」に基づく業務指標（PI）です。経年評価として赤磐市の過去 6 年間

の実績値を掲載するとともに、相対評価として同規模事業体を抽出し、令和元年度の平均値を算出しま

した。 

 

  

法定耐用年数超過設備率（B502） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

水道施設に設置している設備

の経年化の度合いや、更新の取

組状況を示します。 

【評価】 

法定耐用年数超過設備率は、

平成 29年度の設備更新により、

86.2％に改善しましたが、同規

模事業体平均値より高い状況で

す。 

【数式】 

［(法定耐用年数を超えている機械・電気・計装

設備などの合計数／機械・電気・計装設備な

どの合計数)］×100 
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４－２ 災害・事故への備え 

（１）水道施設の耐震化 

大規模地震などの発生時にも、可能な限り配水量を確保し、施設が破損した場合でも早急

に復旧するためには、水道施設を耐震性のある健全な状態で保全することが必要です。しか

し、本市には創設以降更新していない配水池や水道管が多く存在しており、南海トラフ巨大

地震等が発生した場合の被害拡大が懸念されています。 

配水池の耐震化率は、令和元年度末で 25.3％と、同規模事業体と比較して非常に低い値と

なっています。現在、耐震診断を実施済みの配水池は山陽配水池と山陽高区配水池の 2 か所

です。また、管路の耐震化率についても、令和元年度末で 3.7％と、同規模事業体と比較して

低い水準となっています。 

 

【課題】配水池の耐震診断の実施と、施設重要度に応じた更新や耐震化を急ぐ必要があり

ます。また、管路の更新時には耐震管を採用し、計画的に耐震化を進める必要が

あります。 

 

 

（２）停電対策 

水源での取水や各戸へ水を供給する過程では、ポンプ等の機械設備の稼働に多くの電力を

必要とします。落雷や風水害などにより停電が発生した場合、ポンプが停止し、断水に繋が

ります。 

 

【課題】非常時に電源を確保するための停電対策が必要です。 

 

 

（３）危機管理体制 

地震や風水害などの自然災害や水質汚染により水道施設が被災した場合や、漏水事故など

により給水に支障が生じた場合でも、円滑な応急給水活動を行い、地域住民に最小限必要な

給水を確保するとともに、迅速に水道施設の復旧にあたらなければなりません。 

その対策として、赤磐市地域防災計画において、災害発生時の応急給水や応急復旧に関す

る行動指針を定めています。 

大規模地震を想定した市の総合防災訓練や、（公社）日本水道協会岡山県支部の災害想定受

入訓練に参加し、職員の危機対応能力の向上に努めるとともに、（公社）日本水道協会岡山県

支部や赤磐管工事組合と災害時の相互応援に関する協定等により、災害発生時に効率的な応

急活動ができる体制を整えています。 

配水池は、大規模地震などにより管路が甚大な被害を受けた場合でも、飲料水や医療・災

害対策用の水を確保するための応急給水拠点を担う必要があります。本市では、地震などで
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破損した配管からの水道水流出を防止するため、Ⅰ区・Ⅱ区拠点配水池と奥吉原配水池に緊

急遮断弁を設置しています。また、そのほかの応急給水拠点として、本庁及び熊山支所へ緊

急給水口を整備しています。 

 

【課題】応急復旧体制及び応急給水体制の更なる強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水池の耐震化率（B604） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

 配水池の耐震化率は、近年横

ばいになっており、耐震化が進

んでいません。また、同規模事

業体平均値を下回っており、今

後耐震化を進める必要がありま

す。 

【説明】 

配水池の耐震化の進捗状況を

表しており、地震災害に対する

水道システムの安全性、危機対

応性を示します。 

【数式】 

(耐震対策の施された配水池有効容量／全配

水池有効容量)×100 

管路の耐震化率*（B605*）   * 耐震管種に水道配水用ポリエチレン管を含めた場合の耐震化率 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

管路の総延長に対する耐震性

のある管路延長の割合を示すも

ので、地震災害に対する管路の

安全性、信頼性を表す指標の一

つです。 

【評価】 

管路の耐震化率は、近年横ば

いになっており、耐震化は進ん

でおらず、同規模事業体平均値

より低い値となっています。今

後耐震化を進める必要がありま

す。 

【数式】 

(耐震管延長／管路総延長)×100 
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４－３ 事業運営 

（１）経営状況 

① 財政状況 

収益的収支のうち、収益的収入の約 8 割を占めるのが給水収益で、岡山県広域水道企業団

からの受水費や減価償却費、修繕費などの給水に必要な費用（収益的支出）を賄っています。

経営努力により、令和元年度の経常収支比率は 110.2％、給水収益に対する企業債残高の割

合は 104.3％と、良好な水準を維持していますが、今後、水需要の低下に伴い給水収益が減少

するなかで、施設の更新・耐震化工事の需要が増加した場合、収支バランスが悪化すること

が懸念されます。 

給水収益に対する企業債残高の割合は、平成 29年度の簡易水道事業統合の際に 100％を超

えましたが、翌年の平成 30年度は、借入金に頼らず企業債の償還が進んでいることから、こ

の指標値は減少しています。同規模事業体と比較しても、借入金への依存度は低く、現時点

では比較的健全な経営状況と言えます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 水道事業の収益的収支の内訳 
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経常収支比率（C102）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水収益に対する企業債残高の割合（C112） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

給水収益に対する企業債残高

(事業における負債)の割合を表

す指標であり、経営状況の健全

性を表す指標の一つです。 

【評価】 

平成 29年度以降、大幅に増加

していますが、同規模事業体平

均値に比べると、良好な値で推

移しています。 

【数式】 

(企業債残高／給水収益)×100 

【説明】 

経常費用が経常収益によって

どの程度賄われているかを示す

もので、収益性を見る際の最も

代表的な指標です。 

【評価】 

独立採算制の観点から望まし

いとされている、100％を上回る

値は維持しており、同規模事業

体平均値と同水準で推移してい

ます。 

【数式】 

(経常収益/経常費用)×100 
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② 水道料金 

赤磐市水道事業における収益の約 80％は、お客さまからいただく水道料金です。水道料金

は、できるだけ低廉かつ公平で、安全性・安定性を充足できるよう適正に定めなければなり

ません。 

料金回収率は、平成 29年度に 100％を下回り、事業に係る経費が給水収益により賄われて

いない状況となりました。この要因としては、平成 29年度に簡易水道事業を統合したことが

挙げられますが、以降は経営努力により回復しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金回収率（C113） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

給水にかかる費用のうち水道

料金で回収する割合を表す指標

であり、経営状況の健全性を示

す指標の一つです。 

【評価】 

平成 29年度に 100％を下回り

ましたが、令和元年度には

100.4％に回復しています。 

【数式】 

(供給単価／給水原価)×100 
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③ 財政健全化への取組 

合併当初、水道事業部署は本庁及び各支所へ配置されていましたが、平成 23年度に本庁へ

機能集約しました。さらに、平成 24年度には、下水道事業との連携を図るため上下水道課と

して統合し、人件費の削減を実施しました。また、平成 29 年度には簡易水道事業を統合し、

事務効率の向上を図っています。 

中央監視施設や管路台帳システムなどによる施設維持管理の効率化を図るとともに、水道

管の浅層埋設工事や下水道工事に伴う水道管移設工事費の縮減、職員数適正化による人件費

の削減などに取り組んでいます。 

また、有収率の向上に取り組み、施設効率化によるコスト削減を図ってきました。有収率

は、老朽化した管路を更新し、漏水を解消することで改善する指標です。今後も良好な有収

率を維持するため、漏水の防止・解消のための取組が必要です。 

そのほか、広域連携に関する取組として、現在、岡山県広域水道企業団との共同水質検査

を実施しています。また、民間活用に関する取組として、平成 30年度に上下水道分野での官

民連携手法による経営効率化調査検討、令和元年度に官民連携手法による導入可能性調査検

討を実施し、上下水道施設における運転管理の包括委託等を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】現在の水道料金を維持しつつ、今後の施設更新需要の増加に対応するため、岡山

県水道広域化推進プランの実施検討を含めた、さまざまな面からの広域化への取

組や、民間活用を視野に入れた更なる事業の効率化が必要です。 

 

 

 

有収率（B112）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

有収水量を平均給水量で除し

たものであり、施設の稼働状況

がそのまま収益に繋がっている

かを示す指標です。 

【評価】 

ほぼ横ばいにありますが、同

規模事業体平均値に比べ、2％程

低い状況です。 

【数式】 

(有収水量／平均給水量)×100 
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（２）利用者サービス 

① 利便性の向上 

水道関係の届出等の様式を、市の HPから取得可能にし、開栓・閉栓の受付を電子申請で行

えるよう整備しました。また、水道料金の支払いについて、コンビニ決済を導入し、スマー

トフォンアプリ等によるキャッシュレス決済の導入も検討するなど、水道を利用される皆さ

まの利便性の向上に取り組んでいます。 

 

② 住民参画の推進 

水質検査計画・結果、経営状況などについて、市 HPを通じて公表し、事業の透明性を確保

するとともに、パブリックコメントの実施により、住民参画の推進を図っています。 

 

【課題】インターネットを活用した手続き・情報提供を充実させ、利便性の向上と住民参

画を図る必要があります。 

 

 

（３）水道技術の習得・継承 

水道事業者は、施設の保守点検や漏水対応時に必要なノウハウをはじめ、公営企業会計や

経営に関する手法等についても精通している必要があります。 

水道技術の着実な継承のため、職場内訓練を実施しているほか、水道に関する技術や経営

の専門知識を習得するため、（公社）日本水道協会が主催する研修会に毎年参加しています。 

 

【課題】職員の水道技術の習得・継承を着実にするため、継続して職場内訓練や研修等へ

の参加を実施するとともに、広域連携や民間活用による技術継承も視野に入れた

対策が必要です。 
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（４）環境負荷の軽減 

経済活動に伴い排出された二酸化炭素（CO２）により地球の温暖化が進み、異常気象など自

然環境の急激な変化を引き起こしていると言われており、気候変動及びその影響を軽減する

ための取組は世界的な課題です。 

水道事業では、浄水処理や送配水などの過程や改良工事において多くの電力を消費し、多

量の CO２を排出していることから、省エネルギーの推進に取り組む必要があります。赤磐市

では、水道工事においては浅層埋設を採用し、工事期間の短縮を図るとともに、建設副産物

のリサイクルを推進しています。そのほか、庁舎内でのクールビズ等の実施に取り組んでい

ます。 

 

【課題】施設更新に合わせ、省エネルギー機器の導入や施設規模及び運転の適正化に取り

組む必要があります。 
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４－４ 旧ビジョンのフォローアップ 

平成 23 年度策定の旧ビジョンで掲げた各種の施策について、現在までの取組状況を「Ａ:

達成」「Ｂ：達成に向けて進行中」「Ｃ：課題があり進展していない」「Ｄ：未実施（優先順位

に基づいて実施を見送り）」の 4段階で評価しました。 

 

基本施策：安全で快適な給水の確保（安心） 

施策項目 評価 取組状況 

1 水源水量の確保 Ｂ 

・吉原第２水源の揚水試験、洗浄を実施し、機能回復を図った 

(R 元年度) 

・予備水源の確保、開発及び受水計画の検討については未着手 

・休止水源の再開を検討中(R3 年度) 

2 水源水質の確保 Ａ 

・水源水質監視は継続実施しており、多賀第６水源は大腸菌検出の

ため、取水送水停止(H28 年度～)、仁堀水源は農薬検出のため、

取水送水停止(H24 年度～)の対処を行っている 

3 水質管理体制の強化 Ｂ 

・企業団との共同水質検査と残留塩素濃度の管理も継続実施 

・水質検査箇所の拡充は未着手 

・カビ臭等の水質問題が発生した箇所は対策を講じている 

 

基本施策：ライフラインの強化（安定） 

施策項目 評価 取組状況 

4 
老朽化施設の 

計画的更新 
Ｂ 

・漏水調査を継続実施 

・水道施設台帳は整備予定(R4 年度)、管路台帳システム更新 

(R3 年度) 

・旧簡易水道事業を除く水道事業のアセットマネジメントを作成

し、更新需要の見通しの検討を実施(H27 年度) 

・管網解析を行い、基幹管路の診断・評価の実施(H27 年度) 

・基幹管路(県道山口山陽線)の更新 989ⅿ(H30 年度～R2 年度) 

・下水道工事に伴う水道管移設工事を継続実施 

5 
施設機能の 

維持・向上 
Ｂ 

・桜が丘東地区への企業団受水開始(H24 年度～) 

・中央監視施設は、市内全域の主要施設に整備済 

・施設統廃合、配水ブロック化、遊休化施設の利用方針検討につ 

いては未着手 

・多賀第６水源、仁堀水源は休止し、企業団受水に統合 

6 
施設・管路の 

耐震化対策 
Ｂ 

・山陽配水池及び山陽高区配水池の耐震診断を実施 

・Ⅰ区・Ⅱ区拠点配水池と奥吉原配水池で緊急遮断弁を整備 

・耐震化計画の作成、重要施設の耐震化、ブロック相互連絡管の 

整備、予備水源の確保、配水池貯留量の適正化については未着手 

・予備水源について渇水・断水時に企業団受水を増量 

7 
災害対策の 

充実 
Ａ 

・給水タンク(2t)導入(H24 年度)  

・本庁、熊山支所へ緊急給水口を整備 

・赤磐市受援計画を策定予定(R3 年度) 

・市内の施設 2 か所に設置されている自家発電設備は、老朽化の 

ため更新が必要 
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基本施策：運営基盤の強化（持続） 

施策項目 評価 取組状況 

8 
技術基盤の 

強化 
Ｂ 

・毎年(公社)日本水道協会主催の研修会へ参加。配水用ポリエチレ

ンパイプシステム協会ポリエチレン管継手施工技術講習会へ参

加(H28 年度実施) 

・企業団との共同水質検査は継続実施 

・職場内訓練の実施 

・維持管理マニュアルの整備、事故事例集の作成については未着手 

・市の防災訓練において対応体制の確認と応急給水訓練を実施 

9 
運営基盤の 

強化 
Ｂ 

・城南、仁堀簡水を上水道事業へ統合(H28 年度)、統合に伴い資産

整理を実施 

・未普及地域の解消(分水の解消)については未着手 

10 
コスト縮減と 

収益確保 
Ｂ 

・下水道工事に伴う水道管移設工事を継続実施 

・企業団受水を桜が丘東地区へ拡大したことにより、可真中継ポン 

プ場を休止 

・催告状、給水停止の実施により、未収金の回収を行う 

・現有資産の有効活用の検討については未着手 

11 
サービス・ 

広報の充実 
Ｂ 

・水道関係の届出等様式を市 HP から取得可能にし、開閉栓の受付

を電子申請で行えるよう整備 

・窓口対応のサービス向上、参加型広報活動の実施については未着

手 

・窓口時間延長、夜間・休日対応は検討取りやめ 

・管路システムによるスムーズな対応、水道料金支払いのコンビニ

決済で 24 時間対応 

 

基本施策：環境・省エネルギー対策の強化（環境） 

施策項目 評価 取組状況 

12 有効率の向上 Ａ 

・水道管路台帳システム更新(R3 年度) 

・毎年各エリアや突発的な必要箇所について漏水調査を実施 

・基幹管路(県道山口山陽線)の更新(H30 年度～R2 年度) 

13 
省エネルギー及び 

リサイクルの推進 
Ｂ 

・改良工事においては浅層埋設を採用し建設副産物のリサイクル

を推進 

・省エネルギー機器の導入検討と施設規模、運転の適正化の検討は

未着手 

・省エネルギー機器は施設更新に合わせて実施する予定 

・クールビズの実施 

 

A：達成  

B：達成に向けて進行中  

C：課題があり進展していない  

D：未実施（優先順位に基づいて実施を見送り） 
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基 本 理 念 と 施 策 目 標  

  

５－１ 基本理念 

５－２ 基本方針と施策目標 
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第５章 基本理念と施策目標 

５－１ 基本理念 

水道は、安全・安心で豊かな生活を送るために必要不可欠なライフラインです。しかし、

水道施設や管路の更新・耐震化に取り組む一方で、給水収益の減少が見込まれるなかでの財

源の確保やこれからの水道事業を担う人材の確保など、様々な課題に直面しています。 

これらの課題に対処するための取組の共通目標として、旧ビジョンにおける水道事業の基

本理念である「安心、安全な水の供給をめざして」を継承することとしました。 

 

 

 

 

５－２ 基本方針と施策目標 

基本理念として掲げた「安心、安全な水の供給をめざして」を実現するための基本方針は、

厚生労働省の「新水道ビジョン」にも示されている「安全」「強靭」「持続」としました。そ

して、これら基本方針に従い、4の施策目標と 12の基本施策を設定しました。 

 

安心、安全な水の供給をめざして 

：重点施策

施策10 技術基盤の強化

安全・安心な給水の確保

運営基盤の強化

ライフラインの強化

安

心

、
安

全

な

水

の

供

給

を

め

ざ

し

て

施策１ 水源水量の確保

施策３ 水質管理体制の強化

施策２ 水源水質の確保

施策６ 施設機能の維持

施策７ 管路の保全

施策８ 投資の最適化と財源確保

施策目標 基本施策

施策11 サービス・広報の充実

基本方針

重

施策９ 事業の効率化

施策４ 施設・管路の耐震化対策

施策12 省エネルギーとリサイクルの推進

施策５ 災害対策の充実

重

重

重

安全

強靭

持続

環境負荷の低減

基本理念

重



 

 

 

 

 

 

推 進 す る 実 現 施 策  

  

６－１ 【安全】のための取組 

６－２ 【強靭】のための取組 

６－３ 【持続】のための取組 
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第６章 推進する実現施策 

６－１ 【安全】のための取組 

（１）安全・安心な給水の確保 

 

 

◆具体的施策 

１）既存水源の機能維持・回復 

自己水源について、揚水試験、カメラ調査等により井戸能力を把握するとともに、井

戸の浚渫や洗浄による井戸更生を実施し、機能維持・回復に努めます。ビジョン計画期

間中に見込んでいる給水量の増加に対しては、現在休止中の既存水源の再整備や企業団

受水も含めた検討により、水量確保を図ります。 

 

２）予備水源の確保 

水源の多系統化、複数化、及び予備力の確保は、事故時の危険分散、施設改良・更新

の観点からも重要です。現在休止中の既存水源について、引き続き予備水源として維持

管理します。 

 

３）受水計画の最適化 

浄水受水と自己水源とのバランスを見直し、最適な受水計画を検討します。 

 

 

 

 

◆具体的施策 

１）水源水質監視と保全活動 

水源施設の監視、保全活動、岡山県広域水道企業団などの関係機関との連携により、

水質事故やテロ行為などのリスクについて情報収集し、適宜対策を講じます。また、水

源周辺の定期清掃を継続し、周辺環境の保全に努めます。 

 

２）リスクレベルに応じた汚染対策の実施 

クリプトスポリジウム等による汚染のリスクレベルに応じた管理を継続します。クリ

プトスポリジウムの指標菌である大腸菌が検出された場合は、浄水設備の導入による浄

水能力の強化を検討するなど、適切に対処します。 

 

 

 

基本施策１ 水源水量の確保 

基本施策２ 水源水質の確保 
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◆具体的施策 

１）水安全計画の策定 

水源から給水栓までの水道システムに存在する危害を抽出・特定したうえで、それら

を継続的に監視・制御する水安全計画を策定し、水質管理体制の全体的な強化に取り組

みます。 

 

２）水質検査計画の継続 

水質検査計画の着実な実施を通じて、各水道施設や配水系等を代表する給水栓で水質

状況を把握するとともに、水質異常時に迅速に対応できる体制を維持します。 

 

３）水質検査箇所の拡充 

毎年の水質検査結果を今後の検査計画や検査体制の運用に反映させるとともに、浄水

施設への濁度計や残留塩素計などの水質監視機器の導入を検討します。 

 

４）残留塩素濃度の適正管理 

塩素臭の少ない「おいしい水」の供給のため、水源系等及び給水区域毎の残留塩素濃

度を正確に把握し、最適な塩素注入量の管理に努めます。 

 

５）赤水対策の強化 

下水道工事に伴う水道管移設工事や、漏水多発地域での改良工事により、老朽化した

管路を計画的に更新していきます。 

 

６）貯水槽水道の適正管理の指導 

ホームページなどを通して、貯水槽水道の適正管理に関する情報を提供するとともに、

貯水槽水道の設置者からの相談に応じ、指導・助言を継続します。また、直結給水方式

への切り替えなどの相談にも対応していきます。 

 

 

 

 

 

  

基本施策３ 水質管理体制の強化 
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６－２ 【強靭】のための取組 

（１）ライフラインの強化 

 

 

◆具体的施策 

１）基幹配水池の耐震診断 

山陽配水池及び山陽高区配水池を対象とした詳細耐震診断は完了しています。残る基

幹配水池の詳細耐震診断を実施し、耐震補強の要否や方法を検討します。また、緊急遮

断弁の追加整備を検討します。 

 

２）管路更新工事における耐震管の採用 

下水道工事に伴う水道管移設工事や、漏水多発地域での改良工事に合わせ、耐震性の

あるダクタイル鋳鉄管などに更新し、管路の耐震化率を向上させます。 

 

指標 
R元年度 
実績 

R13年度 
目標 

配水池の耐震化率（B604） 25.3％ 30.0％ 

管路の耐震化率＊（B605＊） 3.7％ 7.0％ 

 

 

 

  

 

◆具体的施策 

１）危機管理体制の強化 

大規模地震や豪雨災害などの自然災害が発生し、被災した場合でも、可能な限り水道

事業を継続・早期再開する必要があります。危機管理マニュアルに基づいた防災訓練と、

マニュアルの必要に応じた見直しにより、危機管理体制の強化を目指します。 

 

２）応急給水体制及び応急復旧体制の拡充 

給水車、給水タンク、ポリバックなどの応急給水資機材を拡充するとともに、水道職

員の災害対応訓練を継続し、応急給水体制の強化を推進します。そのほか、相互応援協

定締結都市や赤磐管工事組合、（公社）日本水道協会と連携し、受援体制の整備を図りま

す。 

 

 

 

基本施策４ 施設・管路の耐震化対策【重点施策】 

基本施策５ 災害対策の充実 
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３）非常時に備えた水量確保 

自己水源の保持と企業団受水の継続により、非常時に備えた水量を確保します。また、

バックアップ体制強化のため、旧町間での相互連絡管の整備を検討します。 

 

４）自家発電設備の設置 

大規模地震や豪雨災害などに伴う停電に備え、水道施設への自家発電設備の設置を検

討します。 

 

指標 
R元年度 
実績 

R13年度 
目標 

災害対策訓練実施回数（B210） 1回/年 2回/年 

給水車・応急給水車保有台数 1台 2台 

 

 

 

 

  



第６章  推進する実現施策  

 

44 

６－３ 【持続】のための取組 

（１）運営基盤の強化 

 

 

◆具体的施策 

１）施設の常時監視 

中央監視施設により、主要な配水池の水位やポンプ場の運転状況を常時監視し、異常

の早期発見と対応に備えます。 

 

２）管路台帳と施設台帳の活用 

管路システムを適宜更新し、管路情報（布設年度、管種、口径）、土被り、漏水や事故

歴等の情報を的確に把握します。 

また、施設台帳を整備し、現有の管路台帳システムとともに維持管理に活用すること

で、現有資産の使用年数、事故歴、補修履歴等を的確に把握します。また、機能診断の

基礎データとして、施設更新・改修の計画に反映します。 

 

 

 

 

◆具体的施策 

１）漏水調査及び管路修繕 

管路における漏水防止対策は、水資源の有効活用による経営効率の向上、環境負荷の

軽減のため、重要な対策です。定期的な漏水調査を継続し、漏水箇所の早期発見と修繕

に努めます。 

 

２）老朽化管路の更新 

下水道工事に伴う水道管移設工事や漏水多発地域での改良工事により、老朽化した管

路を更新し、漏水の防止や水質改善を図ります。 

 

 

 

 

◆具体的施策 

１）アセットマネジメントの実践 

施設更新は、新設整備と異なり給水収益の増加につながらず、必要な財源確保は容易

ではありません。そうしたなかでも施設機能を維持するためには、中長期的な視点に立

基本施策６ 施設機能の維持 

基本施策７ 管路の保全【重点施策】 

基本施策８ 投資の最適化と財源確保【重点施策】 
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った水道施設のアセットマネジメント（資産管理）の実践が重要です。更新需要を把握

し、財政計画との整合をとり、建設投資の費用と期間を平準化することで、水道施設の

計画的かつ効率的な整備を推進します。 

 

２）自己資金の確保と企業債の抑制 

水道施設や機械設備の更新・耐震化に充てる財源と、災害等の不測の事態に備えた資

金を確保するため、一定の自己資金を確保します。施設の更新にあたっては、水需要の

変化に対応した統廃合やダウンサイジングを検討し、投資規模を最適化します。 

また、財務の健全性を維持するため、企業債の新規借り入れを抑制し、自己資金によ

る更新投資を推進します。 

 

指標 
R元年度 
実績 

R13年度 
目標 

経常収支比率（C102） 110.2％ 100％を下回らない 

資金残高 27億円 27億円を下回らない 

企業債残高 9.2億円 1億円を上回らない 

 

 

 

 

◆具体的施策 

１）メーター検針の効率化 

現在の毎月検針を 2か月検針へ移行し、事務効率の向上と経費削減を図ります。 

 

２）上下水道施設の運転管理の包括委託 

上下水道一括で施設運転管理の包括委託を検討し、民間活用による維持管理業務の効

率化と、その他の業務に対する人員配置の適正化を目指します。 

 

３）他市町村及び水道企業団との広域連携における取組 

平成 28 年度に岡山県内全ての市町村及び水道企業団によって設立した「岡山県水道

事業広域連携推進検討会」において、人的連携体制や薬品などの共同購入、料金徴収等

業務の共同委託、施設の共同利用の可能性について検討しています。本検討会にて策定

中の岡山県水道広域化推進プランを推進し、広域連携による事業基盤の強化を図ります。 

 

 

 

 

基本施策９ 事業の効率化【重点施策】 



第６章  推進する実現施策  

 

46 

 

 

◆具体的施策 

１）人材育成と技術の継承 

水道事業の経営は、施設の設計や維持管理、経理などの多様かつ専門性の高い技術を

必要とします。 

職場内訓練（OJT）の実施により、職員の人材育成を図るとともに、維持管理マニュア

ルや事故事例集の整備と活用により、水道部門の知識や経験の共有と継承に努めます。

また、外部研修へ積極的に参加し、技術習得を推進します。 

 

 

 

 

◆具体的施策 

１）手続きや決済サービスの充実 

ホームページを活用した開栓・閉栓等の手続きを継続します。また、水道料金の支払

い方法にキャッシュレス決済を導入するなど、水道を利用される皆さまの利便性向上に

努めます。 

 

２）ホームページ等による情報公開 

水質検査計画及び結果、水道事業経営などに関する情報公開を継続するほか、経営計

画策定時のパブリックコメント実施を通して、市民の皆さまに開かれた事業経営を目指

します。 

 

 

（２）環境負荷の低減 

 

 

◆具体的施策 

１）省エネルギーの推進 

サステナブルな事業運営のため、施設改良や更新に伴い、ポンプのインバーター制御

への切替や省エネ機器の導入について検討します。また、施設規模や運転の適正化、ク

ールビズに取り組み、電力消費量の削減を図ります。 

 

 

 

 

基本施策 10 技術基盤の強化 

基本施策 11 サービス・広報の充実 

基本施策 12 省エネルギーとリサイクルの推進 
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２）建設副産物の再利用 

水道工事における浅層埋設の実施により、発生土量の削減に努めます。また、工事の

際に発生するアスファルト等の建設副産物はリサイクルし、再生材として活用します。 

 

指標 
R元年度 
実績 

R13年度 
目標 

有収率（B112） 86.9％ 94.6％ 

配水量 1 ㎥当たり二酸化炭素 
排出量（B303） 

171g･CO₂/㎥ 130g･CO₂/㎥ 
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投資・財政計画（経営戦略） 

  

７－１ 投資・財政計画の基本事項 

７－２ 経営戦略（平成 29年 3 月策定）の評価 

７－３ 投資計画の検討 

７－４ 財政計画の検討 

７－５ 投資・財政計画のまとめ 
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第７章 投資・財政計画（経営戦略） 

７－１ 投資・財政計画の基本事項 

赤磐市水道事業は、地域住民の生活水準の維持向上のため、赤磐市の社会資本の一つとし

て整備してきました。その普及率は、令和 2年度末時点で 99.2％に達し、地域住民の生活に

欠かせない重要なライフラインとなっています。しかし、近年の水需要の減少による収益の

減少や、高度経済成長期に整備された施設の更新・耐震化に伴う費用の増大など、様々な問

題を抱えており、さらなる運営基盤の強化が求められています。 

水道事業を取り巻く経営環境が厳しくなる中で、施設の更新・耐震化整備を進め、健全性

を維持していくためには、経営状況について的確に現状を把握したうえで、徹底した経営の

効率化や施設管理の見直しに取り組む必要があります。 

平成 29年 3月に、将来にわたり安定的に水道事業を持続していくための経営基本計画とし

て、「赤磐市水道事業経営戦略（計画期間：平成 29～平成 38（令和 8）年度）」を策定しまし

たが、策定後 5年が経過することから、中間見直しを行い、計画目標年次を令和 13年度、計

画期間を 10年間とした新たな投資・財政計画（経営戦略）を策定しました。 

 

 

７－２ 経営戦略（平成 29年 3月策定）の評価 

中間見直しにあたり、赤磐市水道事業経営戦略の投資・財源に関する目標の達成状況を評

価しました。 

投資に関する目標として、管路更新率 1.0％以上（単年）を掲げていましたが、重要度や

優先度に応じた管路更新を実施するための検討に時間を要し、前期は目標を下回る結果とな

りました。 

財源に関する目標としては、企業債の発行や料金改定を行わずに収支均衡を維持し、建設

投資に取り組むことを掲げていました。企業債残高は、企業債の新規借り入れをしなかった

ため順調に減少し、前期目標を達成しました。また、経常収支比率は、現行料金水準を継続

したうえで、目標を上回る水準を維持することができました。 

 

▼ 前期目標の達成状況 

指標 
前期目標 

（H29～R2） 
H29 H30 R1 R2 

管路更新率 1.0%以上 0.39％ 0.12％ 0.82％ 0.13％ 

企業債残高 8.2 億円 11.5 億円 10.3 億円 9.2 億円 8.2 億円 

経常収支比率 105.1％ 108.3％ 108.8％ 110.2％ 112.5％ 
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７－３ 投資計画の検討 

水道水の安定的な供給のためには、

施設の適切な維持管理・更新により水

道システムの健全性を保つとともに、

地震等の災害に備えた強靭な施設の整

備が不可欠です。投資計画の検討では、

管路の保全、水源の再整備、基幹配水

池の耐震化に向けた耐震診断の 3 事業

を重点施策としました。 

 

（１）管路の保全 

水道事業の持続のためには、施設水準を常に健全な状態に保っておく必要があります。し

かしながら、本市の水道施設は、高度経済成長期に整備された施設が多く、管路については

老朽化による漏水が各所で発生しています。 

計画期間中、定期的な漏水調査と漏水箇所の修繕を実施するとともに、下水道工事に伴う

水道管移設工事や、漏水多発地域での改良工事により、耐震管への更新を実施します。 

概算事業費  ： 1,438百万円 

事業実施期間 ： 令和 4年度、令和 6年度～令和 13年度 

 

（２）水源の再整備 

本市では、市内に立地する企業の水需要増加に対応するため、現在休止中の既存水源を再

整備し、取水量の増強を計画しています。 

概算事業費  ： 204百万円 

事業実施期間 ： 令和 5年度  

 

（３）基幹配水池の耐震診断 

地震災害が発生した場合であっても、地域住民に欠かせない水道水を安定的に供給する

ことが、水道事業の使命です。水道施設の更新・耐震化整備が不可欠ですが、その実現には

多くの時間と費用を要します。 

計画期間中には、規模が大きく重要度の高い配水池の耐震診断を行い、必要に応じて耐震

補強や更新を実施します。更新が必要な場合は、将来の水需要等を考慮し、該当施設のダウ

ンサイジングや統廃合を検討することで、更新費用や施設効率の最適化を図ります。 

概算事業費  ： 42百万円 

事業実施期間 ： 令和 6年度～令和 7年度 

 

 

▲ 今後 10年間の投資計画における事業費内訳 
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７－４ 財政計画の検討 

財政計画では、水道事業の経営が「7-3 投資計画の検討」における投資計画に耐えうるか

どうか、財政収支の状況を検証します。 

 

（１）財政シミュレーションの計算条件 

▼ 財政計画の前提条件（収益的収入・支出） 

財政計画の前提条件 

収

益

的

収

入 

水道料金収入 有収水量見込み×供給単価 

長期前受金戻入  
既資産取得分に対する特定財源実績値に、将来計画取得分に対

する特定財源計画値を減価償却費に応じ、別途加算して算出 

資本費繰入収益 元金償還に合わせる 

上記以外 平成 30 年度～令和 4 年度の決算額・予算額平均値 

収

益

的

支

出 

人件費 令和 4 年度予算額×昇給率×職員増減率 

動力費・薬品費 令和 4 年度予算額×物価変動率×需要変動率 

委託料・負担金 令和 4 年度予算額×物価変動率 

修繕及び材料費 令和 4 年度予算額の 5％増×物価変動率 

減価償却費 
既資産取得分に対する実績値に、将来計画取得分を法令等の耐

用年数に応じ、別途加算して算出 

支払利息 既発債に対する支払利息額 

物価変動 0.5％／年増加すると仮定 

上記以外 平成 30 年度～令和 4 年度の決算額・予算額平均値 

▼ 財政計画の前提条件（資本的収入） 

財政計画の前提条件 

資

本

的

収

入 

企業債 計画期間中の新規借り入れは見込まない 

国庫補助金 計画期間中の補助額は見込まない 

他会計繰入金 資本費繰入収益と同額 

仮受消費税 工事負担金×消費税率 

上記以外 平成 30 年度～令和 4 年度の決算額・予算額平均値 
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▼ 財政計画の前提条件（資本的支出） 

財政計画の前提条件 

資

本

的

支

出 

建設改良費 管路の保全、水源再整備、基幹配水池の耐震診断に係る事業費 

企業債償還金 既発債に対する元金償還額 

仮払消費税 建設改良費×消費税率 

上記以外 平成 30 年度～令和 4 年度の決算額・予算額平均値 

 

 

（２）検討の手順 

財政シミュレーションでは、下図の計算手順で事業の健全性を評価しました。評価にあたっ

ては、各種経営指標のほか、資金残高（令和 2 年度：2,786 百万円）及び、企業債残高（令和

2年度：817百万円）の推移をもって事業の健全性や持続性を確認しました。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 財政計画の計算手順 

 

 

 

 

 

 

水需要予測 

算定条件決定 ＳＴＡＲＴ 

ＥＮＤ 

決算書集計 中期計画 

長期計画 

減価償却費 企業債償還計算 費用細目を予測 

物価変動・職員定数 

財政収支予測 

（現行料金） 

水需要変動 
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（３）財政シミュレーションの結果 

【資本的支出及びその財源の予測】 

令和 4年度以降、資本的支出（建設投資額、既存施設の元金償還金）は 185百万円から

351百万円で推移します。その財源は、負担金と内部留保資金で確保できる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 資本的支出及びその財源の予測 

 

【収益的収入及び収益的支出の予測】 

収益的収入は、令和 7年度の企業進出に伴う給水収益増加により一旦増加した後、人口

減少に伴い減少し、令和 13年度は 1,066百万円となります。一方、収益的支出は、令和 4

年度以降ほぼ横ばいで推移し、令和 13年度は 1,019百万円となります。 

収益的収支差額は、計画期間中はプラスを維持する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 収益的収入及び収益的支出の予測 
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【資金残高及び企業債残高の予測】 

現行料金水準を継続したうえで、投資計画を実施した場合、令和 2 年度末の資金残高

2,786百万円は、令和 13年度までに 3,273百万円まで増加します。 

一方、令和 2年度末の企業債残高 817百万円は、計画期間中の企業債の新規借り入れを

ゼロとする経営方針により、令和 13年度には 103百万円まで減少する見込みです。 

  

 

▲ 資金残高及び企業債残高の予測 

 

 

７－５ 投資・財政計画のまとめ 

財政シミュレーションの結果を踏まえ、企業債の新規借り入れや料金改定がなくとも計画

期間中の収支バランスが均衡する財政計画を、次項のとおり策定しました。 

今後は、第 6 章で掲げた事業の効率化に係る取組を徹底し、事業コストの削減と経営効率・

収益性向上に努め、水道料金を可能な限り抑制していきます。さらに、計画額と決算額の比

較検証、5年ごとの中間見直しにより経営状況を把握し、より効率的な投資・財政計画を目指

します。 
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フ ォ ロ ー ア ッ プ  
  

８−１ 計画の評価・見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ８ 章 
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第８章 フォローアップ 

８－１ 計画の評価・見直し 

新ビジョンに掲げた施策を、持続的かつ効果的に推進するため、計画の策定（Ｐｌａｎ）・

事業の推進（Ｄｏ）・進捗の検証（Ｃｈｅｃｋ）・改善策の検討（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡ

サイクルによる評価体制を確立します。 

さらに、策定から 5 年のサイクルで、事業の進捗や目標の達成状況を、業務指標ＰＩや各

種経営指標などを用いて定量的に評価します。10年間の計画期間中における需要動向や社会

情勢の変化、経営状況などの様々な要素を勘案しながら、定期的な見直しにより、未達成項

目への対応や新たなニーズを把握し、より実効性の高い施策にレベルアップするとともに、

より効果的・効率的な事業の推進を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 計画実現のためのＰＤＣＡサイクル 

改善策の立案 

ニーズの把握

進捗状況の分析 

    事業の評価 

計画の実施・運営 

    施策の実施 

 

基本計画の策定 

    目標の設定 

PLAN DO

CHECKACTION

P D C A
サイクル

市民からの 

意見・ニーズ 

市民へ公表 



 

 

 

 

 

参 考 資 料  
  

９−１ 用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ９ 章 
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第９章 参考資料 

９－１ 用語解説 

■■■■■■■ あ ■■■■■■■ 

アセットマネジメント 

資産（アセット）を効率よく管理・運用（マ

ネジメント）することです。水道事業において

は、持続可能な事業を実現するために、中長期

的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全

体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を

管理運営することが必要不可欠であり、これら

を組織的に実践する活動のことです。 

 

一日最大給水量 

水道事業者などから各戸に、飲用に適する水

を供給することを給水といいますが、1 日に給

水される水量のうち、1 年間を通じ最大のもの

をいいます。水道施設の整備を行う場合、この

水量が計画の基準水量となります。 
 

一日平均給水量 

給水された 1 日当たりの平均水量のことで、

㎥/日で表されます。1 年間の給水量合計を、年

日数で除して求められます。 

 

塩素滅菌 

塩素の強い殺菌作用によって水道水中の一

般細菌を殺菌消毒することです。 

 

応急給水 

自然災害や水道施設の事故等により通常

の給水ができなくなった場合に、緊急の水需

要に対応することを目的として臨時に給水

することです。配水池の貯留水を利用した仮

設給水栓の開設、避難場所等への給水車や給

水タンクによる飲料水の運搬等があります。 

応急復旧 

自然災害等により水道施設に被害が発生

した場合に、給水を早期に再開するために行

う復旧作業のことです。 
 
OJT（On-the-Job Training） 

職場の上司や先輩が、部下や後輩に対して具

体的な仕事を通じて仕事に必要な知識・技術・

技能・態度などを指導し、修得させることによ

って、全体的な業務処理能力や力量を育成する

ことです。 

 

 

■■■■■■■ か ■■■■■■■ 

仮受消費税 

企業が消費税について税抜方式を採用して

いる場合において、販売等で受け取った消費税

額を計上するための勘定科目です。 

 

仮払消費税 

企業が消費税について税抜方式を採用して

いる場合において、仕入等で支払った消費税額

を計上するための勘定科目です。 

 

簡易水道事業 

計画給水人口が 101 人以上 5,000 人以下の水

道事業のことです。 

 

管網解析 

水道管は給水区域内に網目状に布設され

ており、管網を形成しています。管の口径や

延長、分岐の数等により複雑に変化する水の

流れや水圧等を、数値計算、解析モデル、シ
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ミュレーターによる検証で明らかにするこ

とです。 
 
管路の耐震化率 

導・送・配水管（配水支管を含む）における

離脱防止機構付継手のダクタイル鋳鉄管、溶接

継手の鋼管・ステンレス管及び高密度・熱融着

継手の水道配水用ポリエチレン管の延長の合

計を、導・送・配水管の全延長で除した割合で

す。 

 

基幹管路 

導水管、送水管及び配水本管のことを呼びま

す。 

 

基幹配水池 

水道事業において、容量が比較的大きい主要

な配水池のことです。 

 

企業債 

地方公営企業が行う建設、改良等に要する資

金に充てるために起こす地方債（借入金）をい

います。 

 

企業債償還金 

企業債の発行後、各事業年度に支出する元金

の償還額または一定期間に支出する元金償還

金の総額をいい、地方公営企業の経理上、資本

的支出として整理されます。 

 

給水区域 

水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一

般の需要に応じて給水を行うこととした区域

をいいます。水道事業者は、この区域内におい

て給水義務を負います。 

 

 

給水原価 

有収水量1㎥当たりの経常費用の割合を示す

指標です。 

 

給水収益 

水道事業会計における営業収益の一つで、通

常、水道料金として収入になる収益のことです。 

 

給水収益に対する企業債残高の割合 

給水収益に対する企業債残高の割合を示し

ています。 

 

給水人口 

給水区域内に居住し、水道により給水を受

けている人口のことです。なお、給水区域内

に居住し、水道により給水を受けている戸数

を給水戸数といいます。 
 
供給単価 

有収水量1㎥当たりどれだけの収益が得られ

たかを示す指標です。 

 

緊急遮断弁 

地震や管路の破損等による異常な水の流

れを感知して、自動的に閉止する機能を持っ

た、配水池の流出管に設置する弁（バルブ）

のことです。水の流れを遮断することで、下

流の二次災害を防止するとともに、配水池の

貯留水を確保し、応急給水等に利用すること

ができます。 
 
クリプトスポリジウム 

ヒトなどの消化管に寄生する原生動物（原虫） 

であり、感染した場合、腹痛を伴う激しい下痢、 

腹痛、発熱などを引き起こします。塩素に強い

耐久性があるため、塩素殺菌で死滅させること

は困難です。 
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計画給水人口 

事業計画において定める給水人口をいいま

す。 

 

計画給水量（計画一日最大給水量） 

施策計画の基本となる、一日に使用される水

量を計画したものです。 

 

経常収益 

年間の給水サービスの対価としての収入

で、主な内容は給水収益（水道料金）などで

す。 
 
経常費用 

年間の給水サービスに要する費用で、主な

内容は人件費、事務費、動力費、薬品費、受

水費などです。 
 

減価償却費 

構築物や設備などの価値は時間の経過とと

もに減ると考え、その額を支出として計上する

ものです。実際の支払いは発生せず、内部留保

資金となります。 

 

原水 

浄水処理する前の水のことです。水道原水の

大別としては地表水と地下水があり、地表水に

は河川水、湖沼水、貯水池水が、地下水には井

戸水などがあります。 

 

建設改良費 

公営企業の固定資産の新規取得やその価値

の増加のために要する経費をいいます。 

 

公営企業 

地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的と

して設置し、経営する企業のことです。上下水

道、病院、交通、電気、ガスなど、公衆の日常

生活に欠くことのできない公益事業が経営の

対象となります。 

 

工事負担金 

水道などの公益事業が、サービスの提供に必

要な設備建設に際して、利用者から資金や資材

の提供を受ける場合に、この提供された資金や

資材の貨幣換算額をいいます。 

 

更新需要 

水道施設や管路の更新に必要な投資額を概

算したものです。固定資産台帳の帳簿原価を現

在価格に補正したものを、更新需要としていま

す。 

 

国庫補助金 

国が、主に地方自治体の財政負担軽減のため、

地方自治体に任意に交付する（地方財政法第 16

条）補助金です。 

 

 

■■■■■■■ さ ■■■■■■■ 

残留塩素濃度 

殺菌力のある塩素系薬剤を有効塩素といい、

殺菌や分解してもなお水中に残留している有

効塩素を残留塩素といいます。水道法によって、

蛇口での水道水中の残留塩素濃度は0.1mg/L以

上を保持することと定められています。 
 

資金残高 

営業活動から生じる純利益を源泉として確

保している資金、また損益勘定留保資金（現金

の支出を伴わない減価償却費などの企業内部

に留保される自己資金）のうち翌年度以降へ繰

り越している資金のことです。水道事業の継続



第９章 参考資料  
 

67 

的かつ安定的な運営のため、建設投資の財源確

保や日常の資金繰り、不測の事態に備えた資金

として、必要最低限の資金を常時確保しておく

必要があります。 

 

自己水 

各々の水道事業体が独自で確保している

水源から取水した水のことです。 
 
資本的収支 

建物・施設の建設といった支出の効果が次年

度以降に及ぶものや、企業債償還金などの費用

と、その財源となる収入をいいます。資本的支

出には施設の整備や拡充のための建設改良費

のほか、企業債償還金などを計上し、資本的収

入には建設改良に要する資金としての企業債

収入などを計上します。 

 

収益的収支 

一事業年度の企業の経営活動に伴って発生

する収入と支出をいいます。収益的収入には給

水サービスの提供の対価である料金などの給

水収益のほか、土地物件収益、受取利息などを

計上し、収益的支出には給水サービスに必要な

人件費、物件費、支払利息などを計上します。 

 

受水費 

水道用水供給事業者からの原水や浄水な

どの受水に要する費用です。赤磐市では、岡

山県広域水道企業団から受水しています。 
 

浄水処理 

安全な水道水としての水質を得るために、

原水の水質状況に応じて水を浄化すること

です。汚濁物質を処理する工程と消毒を行う

工程とを組み合わせたものが中心となりま

す。 

上水道（上水道事業） 

水道法に定められた用語ではなく、計画給水

人口が5,001人以上の水道事業に対する慣用的

な用語です。 

 

水質検査計画 

水道の水源やその周辺の状況等を勘案し、ど

のように水質検査を実施するかについての計

画を立案・文書化したものです。水道法により、

水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道

の設置者は、水質検査計画の策定が義務付けら

れています。 

 

水道事業 

計画給水人口が 100 人を超える水道により、

水を供給する事業をいいます。 
 

水道事業ガイドライン（PI） 

水道のサービス水準の向上を目的として、水

道施設の整備状況や経営状況など水道事業の

状況をわかりやすく評価するため、公益社団法

人日本水道協会が規格として制定した業務指

標です。 

 

水道施設台帳 

水道施設の位置、構造、設置時期等の施設

管理上の基礎的事項を記載したもので、水道

施設の適切な維持管理・更新を行ううえで必

要となるものです。 
 
浅層埋設 

水道管の布設工事において、水道管を従来

より浅く埋設することです。浅く埋設するこ

とで、コスト削減や工事期間の短縮が図れま

す。 
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送水管 

浄水場、ポンプ場等から配水池へ水道水を

送る管のことです。 
 

 

■■■■■■■ た ■■■■■■■ 

耐塩素性病原微生物 

細菌やウイルス等の多くは、浄水処理におけ

る適切な塩素消毒により死滅しますが、この処

理だけでは対処できない、クリプトスポリジウ

ムなどに代表される病原生物のことです。 

 

耐震管 

レベル 2 地震動（構造物が設置される位置で

発生する可能性がある最大級の地震動）におい

て、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な

管、または液状化等による地盤変状に対しても、

上記と同等の耐震性能を有する管のことです。

耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管

（溶接継手）、水道配水用ポリエチレン管（熱

融着継手）などがあります。 

 

耐震診断 

構造物の耐震性能を評価する方法で、概略

的な一次診断と、より詳細な方法による二次

診断があります。 
 

ダウンサイジング 

コスト削減や効率化を目的として、より小型

のものを用いることを言います。 

 

濁度 

水道水中の濁りの程度を数値で表したもの

です。 

 

 

地方公営企業 

地方公共団体が、公共の福祉の増進を目的

として設置し、経営する企業のことです。上

下水道、病院、交通、電気、ガスなど、公衆

の日常生活に欠くことのできない公益事業

が経営の対象となります。 
 
鋳鉄管 

鉄、炭素、ケイ素からなる鉄合金（鋳鉄）

で作られた水道管です。布設されてから長期

間が経過し老朽化が進んでいることから、布

設替えを進めています。 
 
長期前受金戻入 

将来にわたって利用する資産（建物や機械設

備など）を取得したとき、その財源に国庫補助

金等が充当される場合には、その国庫補助金等

は収入として一括計上せず、資産の耐用年数に

わたって分割・計上します。その分割された収

入を長期前受金戻入といい、減価償却費と対に

なるものです。 

 

貯水槽水道 

高層建築物や一度に多量の水を使用すると

ころでは、水道水をいったん受水槽に貯め、こ

れをポンプや自然落差を利用して、各家庭や蛇

口に給水します。受水槽を含む全体の給水設備

を貯水槽水道といいます。 

 

直結給水方式 

配水管の圧力でご家庭の蛇口まで水を送る

方式です。 

 

導水管 

取水施設（井戸等）で取水した原水を浄水

場へ導く管のことです。 
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独立採算制 

事業に必要な経費を、経営に伴う収入（水道

事業の場合は主に水道料金）をもって充てる仕

組みです。 

 

■■■■■■■ は ■■■■■■■ 

配水管 

配水池等から需要者へ水道水を送る管の

ことです。 
 
配水池 

浄水場から送り出された水を一時的に貯め

ておく施設のことです。ほとんどが標高の高い

場所にあり、自然落差を利用して、家庭に給水

しています。 

 

配水池の耐震化率 

水道事業ガイドライン（PI）では、耐震対策

の施された配水池有効容量を全有効容量で除

した割合です。 

 

配水池有効容量 

配水池の高水位と低水位の間の深さのこ

とを有効水深といい、この範囲に貯水できる

容量を有効容量といいます。 
 

法定耐用年数 

法律で定められた耐用年数（本来の用途に使

用できると見られる推定年数）のことをいいま

す。水道事業の場合は地方公営企業法施行規則

で定められています。 

 

法定耐用年数超過設備率 

水道施設に設置されている機械・電気・計装

設備の機器合計数に対する法定耐用年数を超

えている機器数の割合を表しています。 

ポンプのインバーター制御 

インバーター（直流電流を交流電流に変換す

る装置）によりモーターの回転速度を変えるこ

とができます。使用水量の増減に合わせてポン

プの最適な運転調整を行うことで、省エネ効果

が期待できます。 

 

 

■■■■■■■ ま ■■■■■■■ 

水安全計画 

水源から給水栓に至る各段階で危害評価と

危害管理を行い、安全な水の供給を確実にする

水道システムの構築を目的として策定するも

のです。 

 

 

■■■■■■■ や ■■■■■■■ 

有収水量 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等

から収入のあった水量のことをいいます。 

 

有収率 

有収水量を給水量で除したものであり、施設

の稼働状況がそのまま収益につながっている

かどうかが確認できます。 

 

 

■■■■■■■ ら ■■■■■■■ 

漏水調査 

埋設された水道管路からの地下漏水を早期

に発見することで、道路陥没などの事故防止、

修繕部位の特定のほか、貴重な水資源の有効利

用を目的とするものです。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

赤磐市水道事業ビジョン・経営戦略 

令和４年３月 

赤磐市建設事業部 上下水道課 
〒709-0898 岡山県赤磐市下市 344 

電話：086-955-2744 FAX：086-955-1410 

ウェブサイト：https://www.city.akaiwa.lg.jp 
 

https://www.city.akaiwa.lg.jp
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